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ill に関する考察
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S’山孝ｌ｛千蔵:λ学治遍=柘ｌ

　ドイツ凛銘共和lllg下西ド４ツ）国民スポー･ﾝのJli看としてSpor¶VI､rainがある。これはlij

帥1こ１うー･っのヌポー･ﾝすなわち履技スポーツの基盤でもあるt］!iだが、このSp｡rt V･ralnの朧生

ｌｊｌＳａＯ年代の如ｉにき1･のlla。それは体操創始･lの一人として知られるF、i・drjeh Jahl が

ペルljンのハーゼンハィデ1こ設立した●初の体掻場を基叱組贈きれた｀I？u､n｡IV｡r､linIIであるとい

われ、これが民間の手で初めてつくられた６のとー●きれている｡以後しぱらくの闇、体鋤を申jC･とする

活動●していくV･r･inが組鋤きれていくが。１９ｔ萱紀末1こ４ｷ･ IJスから各・のスポーツが拓来きれ。ほ

曼だ吋でなく他の２ポー･ﾝも・・内容|ご盛り込まれた’･？uyn ud Sp･rt V･r･il ･･がゐられるよう

1とな勿、その知識数ｇ少しづつ増加するよう|こな、ｔ．これらSpﾛrt Vgrlilのタイプは繭技別（|●

　　　　　　　　　　　　　　･d･:･|）目葡1）すなわち一つだljのSpi。|･を活動内容とするもの、いくつかの龍技別を併設するもの、そして

巷塵からのTIrnlnを中心Sこ洒・するもののΞ�がゐらｵlaようにな９た。そしてこれは、ｌｇ６Ｄ年よ

り胎ま、たG11d･n･r　。1;?とz。il｡、wl31.国家的●塵|こよ、てさらiと壇るしい発展をみせ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ja
珊ｇで1ま豊●きれt Splrt Vetsjn微が約Ｓ ０．００ｏにものぽるＣ・－１、１９７９年分|ま概数Ｊ。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　なぜこのような発一がゐられたのだろう
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か、その背景1巴伺があ。たのか1こついて、

文鍍およぴ査料|とより分析をし、VIr､lil

のも･っ意馥を中心に四つａ挫迦から冑宸

を試みる。

1.V･r･ilは単なるクラブなのか、

　退ilとV･rajnlごついて紹介してい

　るものの申1ごlj、それをクラプとして

　いるもの1哺いようだがその解剖の仕

　カ1巴は、いぐっかの闇塵があるよう|こ

　扇われる。この点1こついては増が"、

　哺11同意塁を狗、ているようだa

　V｡･唐llは、'疹くのla】がー･ｺlこ



１

な・たもの’というＳ練を持ち、我が・で使われるタラプ（●９と●、この鯵釈|ご●不確定な甕素が疹

いが１と謐ｚｓアンヌを晶|こするといえよう

『?日水約四1からすれぱ、’法人･’とい、た㎡哩当なよ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　』.l‥‥一一一一　--－－

うである。単なるクラブは法的基塵を鎔たない●合が疹いがv･r●lnは民I
SS
ごよ･lてその法的性椙が

明らかにされている。従ってスポーツクラブは、Sp･rt Verein の固有の名称として使用すること

はありえても、それ自体は法的な概念は持たないものといえる。ではVereinはどう解釈できるのだ

ろうか。我が国の民法第３４条では、法人として公益法人と営利法人があることを示しており、さらに

公益法人を社団法人（人の集まり）と財団法人（財産の管理）に分類している。Vereinについて紹

介している人達の中で、それを゛社団”とし、クラブと区別し、解釈している場合もあるが、しかし

Vereinはただ単に人の集まりというのではなく、財産の管理もするといった必要性をもつ場合もある

ので、¨社団”が財団”かの明確な区別も困難なようにgわれる。したがって筆者は両者を含めた公

益法人の範囲の中で大きくとらえる方が妥当であろうと考える。このようなことから、vereinが営

利を目的とした事業をおこすことは否定されなければならないことは言うまでもないこととなる。しか

しながら、個々のVereinを維持、発展させるために必要な営業的な行為は、それが組職員にすべて

還元されるという条件においてのみその限りでない例外が認められてよいだろう。この点については後

の税法上の取り扱いの項で、今少し詳しくふれることにしたい。

２． Ｓｐ●ｒｔＶ●１･ｌｌ がもつ法的基�

　　Slart V･l･!l は紬謐の住一週で講成きれ、その地�|乙仙く根づいた組織の庖威と纏持|こ大●な

　栓劃り●巣たしている●のとしてとらえられるところ|ごV･r･i･の注目すぺＳ点があるといえよう。

　それ放|こ、ｌａｏ年以上の�史を有するv･y･i･が全休ａ４ｏＳを●占めているのではないだろうか。

　このよろな１甕な投割りを、�屈欄４の運動を通して、連邦レベルがーめ、畳鰯ｓれたv･r･in（・｡

一

　に･っいて|ま、その権利能力を�め与えようとす恚法的な基‐が１９Ｓ４年Ｓ月1乙股けられた。それli。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㈲
　『ド４ツ連兆我和国・民院』の攘二部「法人」1.「V･「･ll」|ごよ９て承されている。ここでの内容

1ま、営利を目的とした事業を持たないv･r･lnは哨轜ａ地方裁判所|こ豊麗すること|ごよ９て法人格を

匈えられ、間鴫にいくつかの権利龍力を与えられるというきのであａ。これ|乙よ、てvlr･111ま社会

的祀公佩された民間組織として位置づけられた七いえよう。

3.Vereinの税法的な保護とその条件

　　先に示したように、登録され、公認されたvereinは公益法人となるが故に税法上の特典を認めら

　れる。すなわち、それは法人税、営業税、財産税などについては、まったく（もしくはほとんど）課せ

　られないという優遇的処置が受けられることである。しかしながらVereinに公益性が認められない

　場合はその公認は受けられず、税法上の特典は認められないことはここで改めて指摘するまでもない。

　では公益性の基準はどこに存在するのか。この点については次のように要約できよう。一つは入会の条

２



件に関するものである。入会条件が非常に厳しかったり、会費が異常に高知であるといった如く特別な

階層の者にしか入会不可能であるといった状態であってはならないということである。ただし、Golf

verejnについてはその所有する施設面積など他のスポーツと異なりかなり広大なものであるところな

どの点が考慮され、入会金およぴ年会費などがそれぞれ６５０ＤＭを越えないようにとの他のSport

vereinと異なったかなり高額のラィンが認められるという例外的な設定が１９７２年になされている

（会費については図２参照）。公益性をめぐっての次の問題点はプロフェッショナルを抱える場合に関

する解釈の仕方であろう。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ごく一般的には、アマチ
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ｓアｚポーツの公益性|こ

ついてlj翻摺|まないが、

プロフ。。り。ナルスポ

ーツ1こ･ｺいて|ま公益性|ま

持ち併せないものと判斯

すぺ●であろう。しかし

ながら西ドイツ|とおいて

は、サ。カーの�かれて

いる宜植Ｃそれは我が国

の梱撞と雖似しているが）

など配旛Ｓれてか、サ。

カーV●r●illrついて11、

そのVlr。jiがプロフｚ

ｇシ。ナルプしーヤー・

チームを有していても、

その座暮の方法が営業収益のｊンパーヘの還元をねらいとしてなされ、日常の活11こついてlj、プロフ

．．シ．ナル・アマチ．アの区lllなくすぺてa】メンバーが裴に活動す恚とい、たことがなされ芯という

●||斯からか他のプｕフｚ・シ・ナルスポーツの場合と区別自れ例外として公益性が館められていａ．し

たがヽて、ブンヂス・リーグ（サ．・－）の魁・的繁栄lj、このような、姻誠1こ植づいたプｕフ．．シ

・ナルの位置づけ|とあるということが容畠|こ推測できよう．

4 verejnと補完の原理

　　日常の生活場面における活動は個人、個人の自主性によってなされなけれぱならないことは改めて強

　廣するまでもないが、スポーツの場面では特に、個人が互いに共（協）働し合うことができるならば個

　々のもつ目標はより容易に実現され、次の目標もより高いレベルへの一層の発展が期待できることが多
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１

いと言える。このような意味からVereinなる共（協）働体は現在の社会体制の中で基本的な人権と

して保障されなければならないものと考えられる。そうであるが故に、西ドイツにおいてはそれlこ対し

て法的な基礎が明確に設定されているのではないだろうか。なるほど経済的に恵まれている看は個人で

かなり多くのことをなすことができても、そうでない看lことっては物的な限界などのためその活動レベ

ルはおさえられてしまう面もあることは否定できない事笑であろう。そこで互いの助け合い（共働又は

協働）によってはじめてスポーツをより良い条件で行ない得る可能性も生じてくるわけである。しかし

ながらこの共（協）働においても各個人の自主性が可能な限り最大限尊重されなければならないことは

言うまでもなく、個人が否定された部分を持ってのみせかけの共（協）働によって成り立つスポーツは

否定きれるぺきである。それ故にこの自主性を妨げるような内、外からの働きに対して法律的な保護を

与える必要があるわけで、これが先Sこ示したvereinに法人格を与えるゆえんとなっていることを忘

れてはならない。国家（連邦）の目的は、基本的には個人の人格の自由な発展にあるので、個人または

その其（協）働体としてのvereinにとっては不可能な部分を補完するところに存在すべきであろう。

したがってスポーツ活動への直接的な国家権力の介入はこの補完の原理の否定につながりそれは個々人

の人格の自由な発展をも否定することになるのである。このような西ドイツの、国（連邦）、verein、

個人における関係が冒頭に示したGoldener planやZweiter wegの背景にあり、volks

Sport（国民スポーツ）の発展を支えていることは容易に推察できるのではないだろうか。

　結び

　Sport verein が西ドイツにおけるスポーツの基盤として、地域の中で非常に大きな役割りを果た

しているが、これを我が国の地域におけるスポーツクラブと同じくとらえ解釈することはその大部分にお

いて間違いであるのではないだろうか。単なるスポーツの基盤としてではなく地域の生活基盤として存在

するところにVereinの意義を認めることができ、我が国スポーツクラブとの違いがここに大きく現わ

れるといえよう。これはvereinが国家的な公認を得ていることから充分に断言できることである。西

ドイツと我が国の国民的イデオロギーの違いはあるかもしれないが、どこにvereinとクラブの違いが

あるのかの論点はその法的基盤に求められるのではないだろうか。民法の中で明確に位置づけられていろ

ことは、我が国だけでなく、他の諸国においても例がみられないものといえ、それ故に、vereinが単な

るスポーツクラブではなく、地域住民の個々を活かすための共（協）動体であることを明確にあらわして

いるといえる。したがって国はより公益性の高いVereinの育成、発展のために物質的援助を中心に補

完の原理にもとづいた動きかけをし続けているといえよう。最後に、協働をあえて（　）にし、使用した

意味は、筆者の、日本語にストレートに置きかえ得ないニュアンスを伝えたかったことから生まれた表現

　　（IX2）（増田は共働としている）であることを付け加えておきたい。

４



（lll）Spi･l･:球技零、チームプレーを中心としたスポーツ握技を指し、避鵬等のゲ一j､も含

　　　　　　　　　　まれるi

　　　　　Tuy･･I : ●具を用いた仙撞一般を指す.

　　　　　Gyzlnaltjk : トレーこンダ、適性を高めるための身体活動

　　　　　Splrtl : Spl・11、？lrn･n、GyElnaltikを総称する。

（註2）G。ld｡l｡r lj･n:保健・プレイ・スポーツのための●設計画

（註3）Zwlit･･W･111p･rt flr ljl噛をめぎす”繭２の道¨。これと刻比して

　　　　　　　　　　　　　L。i●tunlI Spartがある。

（鮭４）畠.V.:Eill｡1､●●.ur V｡r。jl
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